
令和７年度決算審査特別委員会

（令和６年度一般会計決算）

指摘・要望事項

（議会全体の合意事項分）

　

流山市議会



（ 安 心 ・ 安 全 で 快 適 に 暮 ら せ る ま ち ）  

（ １ ） 救 急 救 命 士 養 成 事 業 に つ い て 、 さ ら な る 人 員 確 保 と 予 算 の

増 額 を 図 ら れ た い 。  

（ ２ ） 北 消 防 署 及 び 東 消 防 署 に つ い て は 、 計 画 的 な 大 規 模 改 修 を

確 実 に 実 施 す る と と も に 、 適 正 な 執 務 ス ペ ー ス や 業 務 量 に 応

じ た 会 議 室 の 面 積 確 保 は も と よ り 、 仮 眠 室 の 個 室 化 等 、 職 員

の よ り 良 い 職 場 環 境 を 確 保 さ れ た い 。  

（ ３ ） 総 務 省 の 推 進 す る 防 災 行 政 無 線 の デ ジ タ ル 化 が 、 流 山 市 に

と っ て 不 要 で あ る と す る 明 快 な 根 拠 を 示 さ れ た い 。  

（ ４ ） 防 災 行 政 無 線 の 早 急 な る デ ジ タ ル 化 を 図 ら れ た い 。  

（ ５ ） 自 治 会 に つ い て は 、 さ ら な る 自 治 会 活 動 の 負 担 軽 減 、 参 加

促 進 の 工 夫 を 図 ら れ た い 。  

 

（ 生 き が い を 持 っ て 健 康 ・ 長 寿 に 暮 ら せ る ま ち ）  

（ １ ） 東 葛 北 部 医 療 圏 の 医 療 体 制 を 維 持 す る た め に も 、 松 戸 市 と

共 同 し 、 松 戸 市 立 総 合 医 療 セ ン タ ー の 財 政 支 援 等 を 国 ・ 県 に

求 め ら れ た い 。  

（ ２ ） 乳 が ん ・ 子 宮 が ん 検 診 の 受 診 率 向 上 に 向 け て 、 令 和 ６ 年 度

に 実 施 し た 一 括 受 診 等 の 取 り 組 み を 継 続 し て い く と と も に 、

受 診 時 に お け る こ ど も の 一 時 預 か り を 実 現 す る た め の 体 制 づ

く り 等 、 政 策 の 推 進 を 図 ら れ た い 。  

（ ３ ） 令 和 ８ 年 度 に 更 新 と な る 一 茶 双 樹 記 念 館 及 び 杜 の ア ト リ エ

黎 明 指 定 管 理 者 事 業 の 事 業 者 選 定 で は 公 募 を 実 施 さ れ た い 。  

 

（ 良 質 な 住 環 境 の な か で 暮 ら せ る ま ち ）  

（ １ ） ま ち を き れ い に す る 観 点 に 加 え 受 動 喫 煙 防 止 の 観 点 か ら 煙

の 漏 れ な い 喫 煙 所 設 置 を 進 め ら れ た い 。  

（ ２ ） 流 山 ぐ り ー ん バ ス の 高 齢 者 割 引 制 度 に つ い て 、 令 和 ６ 年 度

の 同 制 度 の 利 用 者 数 や 高 齢 者 割 引 証 の 交 付 実 績 を 踏 ま え 、 制

度 の 継 続 に 尽 力 さ れ た い 。  

（ ３ ） マ タ ニ テ ィ タ ク シ ー 利 用 助 成 制 度 に つ い て 、 利 用 者 数 の さ

ら な る 増 加 や 利 便 性 向 上 を 図 る た め 、 利 用 で き る タ ク シ ー 事

業 者 の さ ら な る 拡 充 に 努 め ら れ た い 。  

（ ４ ） 流 山 市 ス ズ メ バ チ 駆 除 費 助 成 金 に つ い て は 、 全 て の 申 請 者

に 対 応 で き る よ う に さ れ た い 。  



（ ５ ） 公 共 施 設 の 太 陽 光 発 電 設 備 に つ い て は 、 屋 根 貸 事 業 か ら 自

家 消 費 す る こ と も 研 究 さ れ た い 。  

（ ６ ） 夏 の 熱 中 症 対 策 に つ い て 、 ク ー リ ン グ シ ェ ル タ ー や 涼 み 処

を 広 く 周 知 し 、 市 民 の 命 を 守 る 居 場 所 づ く り を さ ら に 拡 大 さ

れ た い 。  

（ ７ ） 流 山 お お た か の 森 駅 周 辺 ま ち な み づ く り 事 業 な ど 、 流 山 市

の 顔 と な る よ う な 事 業 に つ い て は 、 地 元 自 治 会 ・ 地 元 議 員 だ

け で は な く 広 く 流 山 市 全 体 か ら 意 見 を 募 集 す る よ う に 改 め ら

れ た い 。  

（ ８ ） 組 織 横 断 的 な 体 制 を 構 築 し 、 自 然 環 境 を 可 能 な 限 り 保 全 す

る た め 、 地 権 者 ・ 市 民 ・ 行 政 が 協 働 で き る よ う 施 策 展 開 を 図

ら れ た い 。  

（ ９ ） み ど り の 維 持 管 理 事 業 に つ い て 、 狭 隘 な 歩 道 の 植 樹 帯 は 撤

去 す る な ど 安 全 な 歩 道 幅 を 確 保 さ れ た い 。  

（ １ ０ ） 市 管 理 地 の 雑 草 対 策 に つ い て 、 市 民 生 活 や 景 観 へ の 影 響

が 懸 念 さ れ る こ と か ら 関 係 部 局 で 協 議 し 、 対 策 の 強 化 を 図 ら

れ た い 。  

 

（ 賑 わ い と 魅 力 の あ る ま ち ）  

（ １ ） 流 山 市 事 業 者 グ ル ー プ 提 案 型 売 上 ア ッ プ プ ロ ジ ェ ク ト 応 援

事 業 に つ い て 、 プ レ ゼ ン や 採 択 基 準 の 見 直 し を 実 施 し 、 応 募

促 進 へ 向 け さ ら な る 周 知 に 努 め ら れ た い 。  

（ ２ ） 長 期 化 す る 景 気 低 迷 及 び 人 件 費 ・ 物 価 高 騰 に よ り 経 営 環 境

が 厳 し さ を 増 し て い る 市 内 中 小 企 業 に 対 し 、 景 気 動 向 及 び 実

勢 価 格 を 踏 ま え た 機 動 的 か つ 効 果 的 な 支 援 策 を 講 じ ら れ た い 。 

 

（ 誰 も が 自 分 ら し く 暮 ら せ る ま ち ）  

（ １ ） 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に つ い て は 、 社 会 経 済 情 勢 を 反 映 す

る と と も に 、 専 門 的 で 高 度 な 業 務 を 確 実 に 継 承 で き る よ う 委

託 費 を 引 き 上 げ ら れ た い 。  

（ ２ ） シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 運 営 費 補 助 事 業 に つ い て 、 地 域 の 高

齢 者 の 生 き が い 創 出 に 資 す る 就 労 機 会 の 確 保 促 進 を 図 ら れ た

い 。  

  



（ 子 ど も を み ん な で 育 む ま ち ）  

（ １ ） 学 童 ク ラ ブ の 指 定 管 理 者 に つ い て は 、 安 心 ・ 安 全 を 確 保 し

つ つ 負 担 軽 減 を 図 ら れ た い 。  

（ ２ ） 夏 休 み や 放 課 後 の こ ど も の 居 場 所 に つ い て は 、 さ ら に 充 実

さ れ た い 。  

（ ３ ） お お た か の 森 児 童 セ ン タ ー に つ い て は 、 重 層 的 支 援 体 制 づ

く り の 礎 と な る 地 域 の 循 環 型 支 援 づ く り に し っ か り 従 事 さ れ

た い 。  

（ ４ ） 子 ど も 家 庭 課 虐 待 ・ Ｄ Ｖ 防 止 対 策 室 に つ い て は 、 大 幅 な 職

員 増 員 を さ れ た い 。  

（ ５ ） 就 学 援 助 制 度 の 受 給 基 準 を 改 正 す る と と も に 、 支 給 対 象 項

目 を 拡 充 さ れ た い 。  

（ ６ ） 小 中 学 生 専 用 な や み ホ ッ ト ラ イ ン 相 談 事 業 は 、 Ｉ Ｃ Ｔ 等 で

手 段 が 多 様 化 し 利 用 数 も 低 迷 し て い る こ と か ら そ の サ ー ビ ス

の あ り 方 を 再 検 討 さ れ た い 。  

（ ７ ） 不 登 校 児 童 生 徒 へ の 支 援 に つ い て 、 さ ら な る 受 け 入 れ 体 制

と 多 様 な 学 び の 場 を 提 供 さ れ た い 。  

（ ８ ） 流 山 市 こ ど も 計 画 の さ ら な る 推 進 に つ い て 、 支 援 が 届 き に

く い 家 庭 や 孤 立 す る こ ど も へ の 支 援 は 関 係 機 関 と の 連 携 強 化

や ア ウ ト リ ー チ に よ る 訪 問 支 援 等 の 体 制 を 構 築 さ れ た い 。  

 

（ 体 系 外 ）  

（ １ ） 健 康 的 な 勤 務 時 間 が 確 保 で き る よ う 、 職 責 者 の 時 間 外 勤 務

等 を 把 握 し 、 必 要 な 改 善 を 図 ら れ た い 。 ま た 各 課 か ら の 増 員

要 望 に は 積 極 的 に 応 え ら れ た い 。  

（ ２ ） 退 職 し た 職 員 の 再 就 職 に つ い て は 、 流 山 市 職 員 の 退 職 管 理

に 関 す る 条 例 に 則 り 守 ら れ た い 。  

（ ３ ） 入 札 不 調 と な ら な い よ う に 入 札 条 件 作 成 時 に そ の 内 容 を 事

前 に 十 分 に 検 討 さ れ た い 。  

（ ４ ） 公 共 施 設 劣 化 度 診 断 に つ い て は 、 一 覧 表 を 公 表 し 、 さ ら な

る 見 え る 化 を 図 ら れ た い 。  

（ ５ ） 行 政 報 告 書 の 物 理 ペ ー ジ （ Ｐ Ｄ Ｆ ） と 印 刷 表 記 上 の ペ ー ジ

番 号 が 一 致 す る よ う に 次 年 度 か ら 改 善 さ れ た い 。  


